
 

  

 

  

売出期間 １２月１日(木)～３０日(金) 

抽 選 券 3,000 円以上お買い上げの方に本券１枚、 

300 円以上で補助券１枚進呈 

※店舗によって対象外の商品がございます 

抽選期間 １２月２７日（火）～１２月３０日（金） 

午前９時３０分～午後 5 時３０分 

抽選方法 本券１枚で１回、補助券１０枚で１回 

抽選できます 

抽選会場 津島町商工会 1 階 特設会場 

【主催】つしま歳末大感謝祭実行委員会 

【後援】津島町商工会 

 

 

商工会長賞：3万円相当の豪華景品 3本 
※当日のお楽しみに！！ 

商 工 会 賞：共通商品券（1万円分）     １０本 

特 等：豪華おせち料理他        ８本 

特 別 商 店 賞：加盟店景品（１万円相当）    ３本 

１ 等：商店賞（3千円相当）     ２９本 

２ 等：共通商品券（千円分）    １００本 

３ 等：共通商品券（500円分）  ５００本 

はずれた方にももれなく 

箱ティッシュをプレゼント！ 

 

【岩松】バイク・サイクルショップにしむら 光乃画商会 居村米穀店 津島電工㈲ 
泉精肉店 平田金物店 ファッションメイトおの ぐっさん家 三好食堂 三好旅館 
(資)越智金物商会  フラワーショップたむら  嬉京  南楽亭  浜田三島堂  鶴亀     
ファッションギャラリーMIYAZAKI ㈲西﨑本店  リカーショップはちだ  酒房まほろば   
㈲寿提夢 サン・なかがわ 太田たたみ店 フェイシャルサロン・トパーズメナード化粧品武澤 
南レク㈱ 山口鮮魚店 山泉自転車商会 
 
【畑地】金澤畳製作所 メナード化粧品酒井代行店 

（順不同） 
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 本年も、つしま歳末大感謝祭実行委員会の主催により、『つしま歳末大感謝祭』が行
われます。 
下記の２９件の加盟店でお買い物をされたお客様に、ご購入金額に応じて抽選券を差

し上げます。津島町商工会 1階の特設会場にて、豪華景品が当たる抽選会にご参加いた
だけます。 



 

 

  

 先月 10/23（日）に津島プレーランドにて“秋のつしま商工まつり”を開催しました。 

３年ぶりとなる南予地方局の“秋の津島プレーランドはたらく車ショー”との合同開催で、天気も

良く大盛況でした。 

 

暑かったので、アイスや飲み物がよく売れていました！ 

 

たいへん多くのお客様にご来場いただきました！ 

 



 

  

愛媛県特定最低賃金改正のお知らせ 

 

 

 時間額 改正発効年月日 

① パルプ、紙製造業最低賃金 ９７７円 Ｒ０４.１２．２５ 

②  はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機

械器具製造業最低賃金 
９６３円 Ｒ０４.１２．２５ 

③ 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器

具、情報通信機械器具製造業最低賃金 
９４７円 Ｒ０４.１２．２５ 

④  船舶製造・修理業，舶用機関製造業最低賃金 ９８５円 Ｒ０４.１２．２５ 

⑤  各種商品小売業最低賃金 ８５４円 Ｒ０４.１２．２５ 

（注） 上記の特定最低賃金には、適用除外の労働者と、①から③の産業には適用除外の業種が定めら

れており、これらに該当する場合は、愛媛県最低賃金が適用されます。詳しくは下記へ 

◆愛媛労働局ホームページ 

https://jsite.mhlw.go.jp/ehime-roudoukyoku/ 

◆お問合せ先 

愛媛労働局 賃金室 (電話 089-935-5205) 

又は、最寄りの労働基準監督署 

松山労働基準監督署(電話 089-917-5250)  新居浜労働基準監督署(電話 0897-37-0151) 

今治労働基準監督署(電話 0898-32-4560)  八幡浜労働基準監督署(電話 0894-22-1750) 

宇和島労働基準監督署(電話 0895-22-4655) 

その他会場催し物      

皆さん全力パフォーマンス！ 

             



 

 

 
【消費】 
・「百貨店・スーパー」「コンビニエン
スストア」「ドラッグストア」が前年を
上回った。一方、「家電大型専門
店」「ホームセンター」は前年を下回
った。 
・内閣府が発表した 9月の「消費者
態度指数」は 2カ月ぶりに悪化し
た。 

 
【物価】 
・8月の松山市の消費者物価指数（20２０=100）は総合
指数が 102.0 と前年度比 2.9%上昇。 
・電気代が上昇した「光熱・水道」、生鮮食品や食用油の価
格が上昇した「食料」などで前年を上回る。 
・「保健医療」は前年を下回った。 

【雇用】 
・8月の有効求人倍率は前月比0.02ポイント上昇の1.48
倍。 
・新規求人数は「宿泊業、飲食サービス業」「製造業」が前
年を大きく上回った。 
・南予の有効求人倍率は 1.44倍と前年を上回った。 

【観光】 
・8月の道後温泉旅館宿泊客数は前年同月比 84.5%増
の 79,680人と 9か月連続で前年を上回った。 
・南予は「大洲まちの駅あさもや」「森の国ぽっぽ温泉」な
どの入込客数が大幅増となった。 

労災保険特別加入のご案内 事業主様も労災へ加入しませんか？ 

 

 
愛媛県の経済動向について 

緩やかに持ち直しているが、物価上昇に伴う企業活動・個人消費への影響が懸念される 

全国：９月の内閣府月例経済報告によると、景気は緩やかに持ち直している。先行きも持ち直しが期待さ
れるが、世界的な金融引き締めによる海外景気の下振れが日本の景気を下押しするリスクがある。また、
物価上昇や供給面での制約にも注意する必要があるとしている。 
愛媛県内：緩やかに持ち直しているが、一部で弱い動きとなっている。先行きについては、円安や原材料・
原油価格高騰が企業活動や個人消費に水を差す可能性があり、持ち直しの動きは力強さに欠けたもの
となるだろう。 

（出典：IRC Monthly調査月報 11月号より） 

労災保険は、本来、労働者の業務また

は通勤による災害に対して保険給付を

行う制度です。 

但し、労働者以外でも特に労働者に準

じて保護することが適当であると認め

られる一定の方（事業主等）には特別に

任意加入を認めています。これが、特別

加入制度です。 

 特別加入すると業務上や通勤上など

で労災に遭い、治療が必要な場合の医療

機関での治療費の全額。また、国が認め

た場合は休業補償の対象になります。 

 

詳しくは商工会までお問合せください。 

給付基礎日額と保険料の一例 


